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↑③④については、別紙でチラシを同封しております。申し込み方法など詳細を掲載しておりますので 

ご覧ください(*^▽^*)皆さまのご予約お待ちしております！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

第45号2019.12月

 

今後の講座★交流会のご案内 

①第３回援助会員養成講座  

令和２年１月２２日・２９日・２月５日（水）１３：００～１７：００  

東大阪市社会福祉協議会 1 階 会議室 
 

 ※救命講習・交通安全講習・日赤幼児安全法講習はどなたでもご参加頂けます。 

ご興味のある方は、ぜひご受講ください。ご予約お待ちしております！ 

②ファミサポ交流会   「カードゲームで防災を学ぼう！」   

令和１年１２月１４日(土)１０：００～１１：３０ 東大阪市社会福祉協議会 １階 会議室 

防災についてカードゲームを使って、子どもたちにもわかりやすく、楽しく学びませんか？ 

【こんな時どうする？ / 自分に何が出来る？ / どんな食料を持っていく？】 

などなどクイズ形式で楽しく学べます^^ 

               

 ③援助・両方会員交流会 （予定） 

令和２年２月８日（土）１０：００～１２：００ 東大阪市社会福祉協議会 １階 会議室 

援助・両方会員さんのみの交流会です(*^-^*)皆さま、いつもありがとうございます。 

新しい援助・両方会員さんから活動中の会員さんのお話が聞きたいとお声も伺っております(^^♪ 

「こんな活動をしているよ。」「こんな工夫してるよ。」「子どもやお母さんとこんなお話しするよ。」 

などなど活動経験談をワイワイお話ししませんか？ 

 たくさんの方のご参加お待ちしております(#^^#) 

街はクリスマスでいっぱいになってきましたね^^ 

子どもも大人もわくわくする季節です♪ 

段々と寒さが厳しくなってまいりましたが、 

皆さま体調など崩されていませんか？ 

今年はインフルエンザが秋ごろから流行り始め、どうなるのかと 

ドキドキしました。寒さが本格的になってくるこれからが本番です！！手洗い

などで予防していきましょう(*^-^*) 

重症化しないために、食事・睡眠をしっかりとっ

て、大人も子どももこの時期を乗り切りましょう

(*^-^*) 

 

① 保育園お迎えから預かり 

16：10  保育所にお迎え。 

     私が行くと先生が抱きかかえてサク

の外へ出してくださったので、 

すぐに私の方に来て抱き着く。 

また、先生と一緒にお話ししたりと 

ゆっくりしてから帰る。 

17：00  帰宅 

     帰宅後はＡくんも食べられる様、 

トマトゼリー作り。一緒にまぜまぜ、

味見をするたびにニコニコ。 

     今日はずっと犬のゲージを開けよう

とするので、大型犬の方を出す。 

     Ａくんまるで白いカイジュウを戦う

少年の様（笑）少し遊ぶと満足満足 

19：15  お迎え 

② 訪問保育（同伴外出） 

9：15  今日はママの診察で病院へいきました。 

    久しぶりに会うＢちゃんはずいぶん 

しっかりしたお顔になってきました。 

だっこもしやすくなりました！ 

まわりのいろんなことに興味をもって 

キョロキョロとおおきな瞳でみていま 

した。 

今日は寝ずにたのしく待てました。 

12：00 

① 援助会員さんに会った時の笑顔、わんちゃん

と遊ぶ時の真剣な顔が浮かんできます⋆☆彡 

② 訪問保育は同伴外出で病院（健診などのみ）

の付き添いも行って頂いています。目新しい景色

に興味津々だったんですね^^ 

 年末年始は、援助活動を行わない

ようお願い致します。 

 皆さまよいお年をお迎えください^^ 
活動報告書より 

④身近に潜むヒヤリ・ハット～市内を探索してみよう～ 

令和２年３月１４日（土）１０：００～１１：３０  

東大阪市社会福祉協議会 １階 会議室・市内 
 

 子どもと一緒に歩くと何かと緊張するものです。大人の気がつかないところでつまずいたり、突然何かを

見つけて走り出したりしますよね(>_<)そこで、実際にセンターから近くの小学校まで歩いてどんなところ

が危ないのか子ども目線で安全確認しませんか(*^-^*) 

４月から小学校に通う子どもさんもぜひ参加して、危ない場所・気を付けないといけない場所は 

どんなところなのか確認してみませんか？ 

 

 



                                                

                             

 

                                                        

 

                                                                                                        

 

 

 
 
 

無償の対象は下記の項目に全て当てはまる会員さんのみです。 

 

 

 

 

 

 

注：月額の限度額が決まっているためファミサポの利用料が全て償還されないこともあります。 

  該当する会員さんはファミリー・サポート・センターへもご連絡をお願い致します。 

詳細・お問合せ・申請は、 

（給付請求について） 

東大阪市役所 子どもすこやか部 子ども子育て室 子育て支援課 ＴＥＬ：０６－４３０９－３１９５ 

（施設等利用給付認定について） 

東大阪市役所 子どもすこやか部 子ども子育て室 子ども応援課 ＴＥＬ：０６－４３０９－３２０２ 

までお願い致します。 

＊３～５歳の子どもを持つ保護者。（０～２歳は非課税世帯のみ） 

＊認可保育施設【保育園・子ども園・幼稚園（企業主導型含む）】に原則通っていない。 

＊保育の必要性の認定を受けている。 

＊ファミリー・サポート・センター事業の預かりを利用している。 

お知らせ 

依頼・両方会員さんへ 

ペア登録されている依頼会員さんが無償化の対象となる 

援助・両方会員さんへ 

下記の項目について必ず記載をお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

注：報告書（依頼会員控え）を市に提出することをご了承して頂きますようお願い致します。 

  ペア登録されている依頼会員さんが該当される場合は、センターよりご連絡させて頂きます。 

令和元年 10 月より幼児教育・保育の無償化が始まりました。 

ファミリー・サポート・センター事業もその対象となります。 

＊報告書の３.援助活動内容の横に「預かり保育」・「送迎及び預かり保育」と記載して

下さい。 

＊報告書の利用料・実費は別々に、利用時間も忘れずに記載して下さい。 

＊捺印は必ずして下さい。 

よろしく 

お願いいたします。 

★緊急救命講習への参加 

（援助会員養成講座内にて年 3回実施しております。） 

※次回、普通救命講習～乳幼児専門コース～は１月２９日（水）１３:００～１７:００です。 

 

★事故防止に関する講習への参加 

（安全チェックリストの活用やヒヤリ・ハット事例の検証を行います。） 

今年度は、令和２年３月１４日（土）に行う 

「身近に潜むヒヤリ・ハット～市内を探索してみよう～」を実施します。 

 

★安全チェックリスト・事故の発生状況を踏まえた留意事項での再確認 

普段よりご注意頂いて援助活動を行って頂いていることと思いますが、 

今一度、同封致します安全チェックリスト・留意事項について、ご確認して 

頂きますようお願い致します。 

援助会員さんへお 願 い 

更新手続きのお知らせ 

会員証がＨ３２．３．３１まで有効の会員さん（Ｈ２９・Ｈ２６・Ｈ２３・Ｈ２０・Ｈ１７・Ｈ１４年度登録の方）

は更新の手続きが必要です。 

対象の会員さんに『会員証の更新について』のお知らせ・継続調査票を同封しております。 

必要事項をご記入の上、継続調査票・お写真などのご返送をお願い致します。 

なお、恐れ入りますが、令和２年２月１５日（土）までにご投函頂きますようお願い致します。 

※新しい会員証は５月ごろのファミサポ通信に同封しお届けさせて頂きます。 

※全ての子どもさんが１２歳以上になる会員さんは退会とさせて頂いております。 

厚生労働省より 

ファミリー・サポート・センター事業の実施要項の一部改正が行われています。 

＊援助を行う会員へのフォローアップ講習の実施 

・ＡＥＤの使用方法や心肺蘇生法などの実習を含んだ緊急救命講習及び事故防止に関する講習に

ついて、援助を行う会員全員に対して、少なくとも５年に１回必ず実施すること。 

・その他ファローアップ講習などを実施し、相互援助活動の質の維持、向上に努めること。 

等により下記の通り変更になりました。 


